
令和８年度 徳島県スクールソーシャルワーカー募集案内 

徳島県教育委員会  

 

 徳島県教育委員会では、福祉の専門職（スクールソーシャルワーカー）として児童生徒や保護者、教職員に対し、

専門的な知識・経験に基づいて適切に相談に応じることができる者を次のとおり募集する。 

 

１ 職種 

  ・スクールソーシャルワーカー【会計年度任用職員】 

      

２ 応募資格 

  地方公務員法第１６条の各号に抵触しておらず、令和８年３月３１日の年齢が満７４歳以下の者で、 

次に掲げるいずれかの条件に該当する者 

 （１）社会福祉士（令和７年度資格取得見込みの者を含む） 

 （２）精神保健福祉士（令和７年度資格取得見込みの者を含む） 

 

３ 募集人数 

    ・スクールソーシャルワーカー    １名程度 

     
４ 勤務場所 

   ・スクールソーシャルワーカー 

県内の市町村教育委員会（管内の小中学校を含む）又は県立学校（中学校、中等教育学校、高等学校）等。 

  

５ 選考 

（１）応募申込書等の提出 

   選考を受けようとする者は、次の書類を定められた期日、方法により提出すること。 

   ア 応募申込書 

   イ 資格を証する書類の写し 

   ウ  上記２の応募資格（１）（２）のうち、令和７年度社会福祉士、精神保健福祉士の 
国家試験を受験する者は、受験票の写し 

   徳島県スクールソーシャルワーカーに合格した場合は、社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験の合格発表

後、下記の応募申込書等送付先及び問合せ先に連絡いただき、合格証明書が届き次第、その写しを提出するこ

と。社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験が不合格になった場合は、応募資格を欠くことになるため、徳島

県スクールソーシャルワーカーの合格を取り消す。 

   エ 返信用封筒(※１) 

(※１)｢返信用封筒｣は長３サイズ(Ａ４版が三つ折りで入る大きさ)を使用し、表面に志願者の住所・氏名を記入して、１１０円切手を

貼付すること。｢返信用封筒｣が同封されていない場合や切手が貼付されていない場合には、受審の通知を返送しない。 

 

（２）応募申込書の提出期日 

   応募申込書の提出は次の期間、郵送でのみ受付を行う。直接持参での応募申込書の提出は受け付けない。 

   受付期間  令和７年１２月１８日（木）から令和８年１月１５日（木）【必着】 

 

（３）選考 

   ア 選考内容 

     書類及び面接による選考 

   イ 面接選考日（受審通知で指定されている時間）(※２) 

      令和８年１月２３日（金）午前 

  (※２) 面接選考日時は受審通知にて指定する。受審通知で指定した日時は変更できない。選考日当日、指定した時間に 

不在の場合は｢欠席｣として合否判定の対象外とする。 

   ウ 面接選考会場   

     徳島県庁９階 ９０１会議室 

 



（４）選考結果 

    選考結果は令和８年１月２８日（水）に志願票に記載された住所へ本人宛に発送する。 

 

（５）合格者について  

  ア 任用期間について 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日とする。 

 

  イ 以下の事項に該当した場合は合格を取り消す。 

   （ア）応募資格を欠いていることが明らかとなった場合 

   （イ）何らかの事由で、専門職としての適性を欠くことが明らかとなった場合  

    

（６）不合格者について 

     不合格者のうち、選考上位者を補充候補者とする場合がある。 

    補充候補者は、年度内に欠員が生じ、補充の必要がある場合にのみ任用するものであり、任用が保障されて

いるものではない。 

     また、任用された場合の期間は、任用からその年度末日までとなる。  

    

６ 報酬及び勤務条件 

  県の規定に基づいて、報酬及び交通費（費用弁償）を支給する。 

※報酬は令和７年度の単価を記載 

 

 （１）スクールソーシャルワーカー 

   ア 報酬             ３，５００円（時間単価） 

 

   イ 旅費（費用弁償）   県の規定に基づいて支給 

                            （自宅等から勤務地までの距離が２キロメートル以内の場合は支               

給はない。） 

 

   ウ 勤務日数及び時間  １地区当たり年４２週、週１日、１回当たり４時間から６時間 

       ※勤務地、勤務日数及び時間については採用後決定する。      
※複数地区での勤務も可能とする。（面接時に希望を確認する。） 

 

   エ 社会保険        健康保険   なし 

             厚生年金保険 なし 

             雇用保険   なし 

             災害補償（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する             

条例により補償される。）  

 

７ 資料請求について    

    募集案内、応募申込書は徳島県のホームページからダウンロードする。又は、次の各所で受け取ること。     

   ・県庁ふれあいセンター 

     ・東部県税局（徳島庁舎、吉野川庁舎、鳴門総合サービスセンター） 

     ・南部総合県民局（阿南庁舎、美波庁舎） 

     ・西部総合県民局（美馬庁舎、三好庁舎） 

 

応募申込書送付先及び問い合わせ先 

  〒７７０－８５７０ 

  徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

   徳島県教育委員会いじめ・不登校対策課 担当  

   電話 ０８８－６２１－３１５８  〈平日９：００～１７：００〉 


